
 

 

京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会 活動方針 

 

 道路は歩行者が快適かつ安全に通行できる歩行者空間です。 

 しかしながら、京橋地域の商店街やその周辺道路においては、置き看板や

商品・陳列ケースの道路上へのはみ出し、飲食店の路上営業、買い物客や通

勤・通学者の放置自転車など道路の不正使用が日常的に繰り返されています。

また、ゴミの散乱等も見受けられるなど、快適に安心して通行できないとの

市民の声が寄せられています。 

 このような状況をふまえ、京橋地域の環境浄化、活性化のため、商店街お

よび周辺道路を歩行者が快適に安全に通行できる歩行者空間の実現に向けて

「京橋地域の安全なまちづくり連絡協議会」参加の地元団体、地権者等関係

企業、関係行政機関が一致協力し、次の取り組みを行うものとします。 

 

記 

 

１ 商店の置き看板、陳列ケースなどを道路上から無くし、京橋の街を快適

な歩行者空間とするため、京橋地域のすべての商店に啓発など行い協力を

求めます。 

２ 買い物客や通勤・通学者の自転車を駐輪場に誘導し、商店街やその周辺

道路から無くするため、買い物客や通勤・通学者に啓発など行い協力を求

めます。 

３ 京橋地域の環境浄化、活性化のため、啓発などや道路の一斉清掃などに

取り組みます。 
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